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東名ジャンクション周辺地区 街づくり方針 ～基本的な考え方～ 

 

 

Ⅰ 東名ジャンクション周辺地区 街づくり方針について 
・東京外かく環状道路（関越道～東名高速間：延長１６ｋｍ。以下『外環』という。）は、平成19年４

月に、高架から地下式へと都市計画決定の変更が行われた。その後、平成 21 年４月に開催された国

土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、平成21年５月に国土交通大臣による整備計画が定められ、

事業化された。その後、関係予算が一部凍結されたが、平成２２年４月には再び予算の配分が行われ

事業を推進することとなった。 
・一方、外環と東名高速道路が接続する東名ジャンクション周辺の地区では、「土地区画整理事業を施行

すべき区域（以下、『すべき区域』という。）」として昭和44年５月に都市計画決定しており、土地区

画整理事業による道路、公園などの施設整備と良好な住宅形成を行う地区として位置づけられている。

一部地区では、区画整理事業の施行及び地区計画が定められているものの、全体的には道路等の基盤

整備が不十分な状況となっている。 

・区では以前から、外環については、『広域的な視点や環状八号線等幹線道路の渋滞軽減、大気汚染の改

善が期待できることから、地下化を前提として必要な路線である。整備に当たっては、野川及び国分

寺崖線などの緑と水の自然環境並びに生活環境への十分な配慮と、ジャンクション等地上部への影響

を極力小さくすること。』と国・都に対し要望してきた。 
・こうした状況を踏まえ、外環の事業化を契機として、外環への対応や従前からの地区の課題への対応

として、地区街づくりを進めることとし、地域資源を活かした良好な住環境及び緑のネットワークの

形成を図ることとした。 

・このため平成 21 年度に、地上部への影響が懸念される外環と東名高速が接続する東名ジャンクショ

ン周辺（計画線からおおむね２００m の範囲）を対象として地区を位置付け、住民参加による地区街

づくりの会の開催やアンケート調査を通じて周辺地区の住民、関係権利者の意向を把握しながら、地

区の街づくりの方向性について検討してきた。 

・本方針は、地区街づくりの会で検討を進め取りまとめた『会としての方針案』や、住民・地権者を対

象とした街づくりアンケート調査の結果などを参考にしながら、国・都が平成21年 4月に定めた『東

京外かく環状道路（関越道～東名高速間）対応の方針（以下、「対応の方針」という。）』、『都市整備方

針』や『みどりとみずの基本計画』等の区の上位・関連計画等を踏まえ、区としての東名ジャンクシ

ョン周辺地区の将来の街づくりの方向性を定めるものである。 

○東名ジャンクション周辺地区 概況 

 

 

Ⅱ 街づくりの目標と視点 
 
・都市整備方針等による地区の位置付け、現況・課題及び、地元住民の意向等を考慮し、東名ジャンク

ション周辺地区における街づくりの目標と４つの街づくりの視点を設定する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野川や国分寺崖線などの豊かな

自然環境に囲まれ、 
子どもから高齢者まで 
誰もが安全・安心に 
暮らせる街づくり 

１．安全・安心の

街づくり

２．誰もが移動

しやすい街

づくり

３．生活環境の心地

よい緑豊かな

街づくり 

４．地区の元気を支

える街づくり 

【対象区域】 
宇奈根三丁目（1～14 街区）、大蔵五丁目（2～5、16～28

街区）、大蔵六丁目（10～20 街区）喜多見三丁目（1～21

街区）、喜多見五丁目（1～18、23～27 街区）、喜多見六丁

目（1～6、8～25街区）、喜多見七丁目（31～34街区） 

【区域面積】約84.4ha 
【地区内居住者数】約2,700世帯 6,000人（H22.3 現在） 

・都市計画変更 
（H19.4） 
 
・東名ジャンクション周
辺地域の課題検討会の
開催（H20.1～9.） 
 
 
・対応の方針 
（国土交通省・都H21.4）
 
・整備計画の決定 
外環の事業化（H21.5）

・道路などの基盤が未整備な区域

がある 

・街なかに死角となる箇所がある

・公共交通不便地域である 

・区内では比較的自然環境に恵ま

れている 

・農地はあるが宅地化が進み減少

している 

・小規模工場などの土地利用が混

在している 

・世田谷区都市整備方針（砧地区） 

・世田谷区土地区画整理事業を施行

すべき区域の市街地整備方針 

・世田谷区みどりとみずの基本計画 

・世田谷区交通まちづくり基本計画 

・地区計画（喜多見東住宅地区・喜

多見東沿道地区、田直地区） 

・次大夫堀公園整備構想 

・世田谷区豪雨対策行動計画 

・世田谷区農業振興計画 

・世田谷区農地保全方針   など 

・東名ジャンクション周辺地区まちづくりの会 

・街づくりアンケート調査 

世田谷区砧総合支所街づくり課

平 成 ２ ２ 年 ８ 月 ３ １ 日 
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Ⅲ 街づくりの基本方針 
 

・街づくりの目標と視点から、東名ジャンクション周辺地区の街づくりの基本方針を以下の通り定める。 

 
１．安全・安心の街づくり 

 
1-1.災害時も緊急車両が円滑に通行でき、住民が安全に避難できるような安全

な街を目指す。 
1-2.高速道路の高架下などの街なかの死角をなくし、治安の良い街を目指す。 
1-3.生活道路が通過交通の抜け道とならないような道路ネットワークづくりを

目指す。 
 
２．誰もが移動しやすい街づくり 

 
2-1.歩行者が通行しやすい交差点づくりや歩行者等空間の充実により、誰もが
通行しやすいユニバーサルデザインの道づくりを目指す。 

2-2.関係機関への働きかけを通じて公共交通の利便性向上を目指す。 
2-3.外環整備に伴い分断が予想される歩行者系の道路について、代替、補完す
る歩行者の通り道を確保して、既存道路の歩行者空間の拡充とともに、

身近な散歩道の形成を図る。 
 
３．生活環境の心地よい緑豊かな街づくり 

 
3-1.野川や国分寺崖線などの地域の資源を保全し、自然環境を活かした緑豊か

な街を目指す。 
3-2.地区内にある生産緑地を保全し、地域の緑として農地のある田園的な街を

目指す。 
3-3. 東名ジャンクション整備とあわせ、環境施設帯やジャンクション内の土地
を有効活用し、周辺の居住環境との調和を図る。 

 
４．地区の元気を支える街づくり 

 
4-1.地域の資源である生産緑地を保全し、都市の農業を活かした地産地消の街
づくりを目指す。 

4-2.周辺環境に配慮しながら、身近なものが買える商店や地元のものづくり事
業所等、住商工が調和した街づくりを目指す。 

4-3.自治会活動など地域の様々な取り組みを活かし、地域のつながり・コミュ
ニティを大切にしながら、手を取り合って助けあえる街づくりを目指す。 

 

Ⅳ 今後の街づくりの進め方 
 
１．具体的な街づくりへの取組み 

 
・東名ジャンクション周辺地区は、広大な面積を有しており、街づくりの具体化に向けては、地

区の状況、特性に配慮しながら細かい地区ごとでの検討が求められる。 
・なお、地区の具体的な街づくりの検討は、対象区域内で機運の高まったところから、地域住民

と協働で進めていくこととする。 
・但し、外環の整備に伴い大きく影響を受ける部分を含む区域については、優先的に取り組んで

いく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．今後の動向を見据えた検討課題等 

 
・東名以南の区域については、今後の外環の計画（東名以南の延伸）等を踏まえつつ検討する必

要がある。 
・外環の都市計画変更に伴い都市計画線と既存地区計画との整合を図る必要がある。 
・地区の街づくりについては、地区計画制度等の手法を活用しながら街づくりを検討する。 
 
 

※環境施設帯：沿道の生活環境を保全するための空間のこと。

東名ジャンクション周辺地区 

街づくりの会（Ｈ21） 

街づくりアンケート調査 

（Ｈ21） 

区の計画 

（都市整備方針等） 

東名ジャンクション周辺地区 街づくり方針 

具体の街づくり・・・細かい地区区分で検討（イメージ） 

東名ジャンクション周辺地区 

Ａブロック 

Ｂブロック 

Ｃブロック 

外環の事業化 

対応の方針 
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Ⅴ 街づくり基本方針図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【街づくりの方針】 

  〔農地を活かした街づくり〕 

地区内にある生産緑地の保全を図り、地域の

緑として農地のある田園的な街づくり、都市

の農業を活かした地産地消の街づくりを目指

す。 

〔自然環境を活かした街づくり〕 
国分寺崖線などの地域の資源を保全し、自然

環境を活かした緑豊かな街を目指す。 

〔多摩堤通り沿道の街づくり〕 
・都市型集合住宅の誘導を図りにぎわいのある

街並みの形成を図る。 
・身近なものが買える商店や地元のものづくり

事業所等、住商工が調和した街づくりを目指

す。 

〔外環本体部〕 
東名ジャンクション整備とあわせ、環境施設

帯やジャンクション内を有効活用し、周辺の

居住環境との調和を図る。 

〔ジャンクション（東名合流部）〕 
・ コミュニティ施設、自然とのふれあう憩いの

場等、地域の資源としての有効活用に向けた

整備を図る。 
・ 道路の分断の補完を図る。 

外環整備により分断が予想される道路機能の

補完 

【既存の計画等での位置づけ】 

みどりの拠点の形成 
（みどりとみずの基本計画） 

水辺再生事業・構想区域 
（みどりとみずの基本計画） 

国分寺崖線の保全 

【地区計画策定済み地区】  
外環の都市計画変更に伴い地区計画区域との

整合を図る。 

緑のネットワーク（イメージ） 
（砧地域 都市整備方針） 
河川や樹林地、公園などのみどりをつなぐ。

野川沿いの水と親しめる歩行者系道路 
（砧地域 都市整備方針） 

換気塔 

環境施設帯のみどり 

国分寺崖線のみどり 

世田谷西部地域喜多見地区地区計画 
喜多見東住宅地区・喜多見東沿道地区 

 

田直地区 

地区計画 

次大夫堀公園のみどり 

※ 外環の計画線は、「外環（関越道～東名高速）計画概念図 平成１９年４月 

国土交通省関東地方整備局・東京都都市整備局」より転載したものです。

野川 

仙川 

３※ 都市計画線内の連絡路の構造等については、変更になる可能性があります。


